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大飯発電所３、４号機の長期施設管理計画について 

  

関西電力株式会社は、原子炉等規制法に基づき、令和３年 12 月 18 日に運転

開始から 30 年を迎えた大飯発電所３号機および令和５年２月２日に運転開始

から 30 年を迎えた大飯発電所４号機の高経年化対策に係る長期施設管理計画

を策定※し、本日、原子力規制委員会に認可申請を行った。 

また、関西電力はこれにあわせ、本日、県およびおおい町に対し、大飯発電

所３号機および４号機の長期施設管理計画を提出した。 

 

 
※：「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」は令和５年５月 31 日に改正され、令和７年６月６日に施

行される予定である。安全規制として 30 年を超えて運転をしようとする場合、10 年以内毎に設備の劣化に

関し、技術評価を行い、その結果に基づく長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受ける必

要がある。また、同法の施行日前においても「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための

電気事業法等の一部を改正する法律」に基づき申請することができる。 

なお、大飯発電所３号機は令和３年 11 月 24 日、大飯発電所４号機は令和４年８月 24 日に、従来の高経年化

技術評価で、原子力規制委員会から高経年化対策に係る保安規定の変更認可（30 年目）を受けているが、原

子炉等規制法の改正に伴い、同法の施行日（令和７年６月６日）以降の運転を行うためには、長期施設管理

計画を策定し、原子力規制委員会から施行日までに認可を受ける必要がある。 

 

〈添付資料〉 

 ・「高経年化技術評価制度」と「長期施設管理計画の認可制度」の概要 

 ・大飯発電所３、４号機 長期施設管理計画の内容 

（関西電力株式会社） 

 

 

問い合わせ先 

原子力安全対策課(担当:齋藤) 

内線 2354・直通 0776(20)0314 



＜高経年化技術評価制度(従来の制度)＞ ＜長期施設管理計画の認可制度(新制度)＞

(記載内容)

劣化評価の方法およびその結果 等

原子炉等規制法の改正に伴い、従来の高経年化技術評価制度は長期施設管理計画の認可制度に変更される。

この２つの認可制度は、ともに運転開始３０年から１０年ごとに安全上重要な機器・構造物等に対して劣化の進展を予測し、

劣化を管理するための方針（計画）を定め原子力規制委員会の認可を受けるもの。

従来の制度では、長期施設管理方針のみが認可対象であったが、新制度では、劣化の予測・評価の詳細な方法や内容に加え、

サプライチェーン等の管理として製造中止品に対する管理方法等を新たに追加した「長期施設管理計画」が認可対象となる。

さらに、規制基準への適合性を確認する頻度※が１０年に１回に増すことにより、規制が強化される。

（添付資料１）

「高経年化技術評価制度」と「長期施設管理計画の認可制度」の概要

長期施設管理計画

※従来は、４０年を超えて運転を行う場合に申請する運転期間延長認可のみであったものが、新制度では、３０年目以降、１０年を超えない期間ごとに認可が必要。

長期施設管理計画ではⅠ～Ⅵ項目の認可が求められる。

高経年化
技術評価

Ⅰ
長期施設管理計画の期間（１０年間）

劣化管理に係る方針および目標※１

劣化管理に係る品質マネジメントシステム※２

サプライチェーン等の管理（今回追加）

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

従来の長期施設管理方針に加え、
現在行っている保全活動 等

従来の高経年化技術評価のうち、
長期施設管理計画に必要な劣化
評価の方法およびその結果 等

(記載内容)

(記載内容)

劣化評価の方法
およびその結果

劣化管理に
必要な措置

Ⅰ

Ⅱ

評価結果を踏まえて劣化管理に必要な措置を策定

評価結果を踏まえて長期施設管理方針を策定

： 原子力規制委員会の高経年化対策に係る認可対象

長期施設
管理方針

Ⅱ

［ 方針期間:１０年間］Ⅲ

施設管理の実施方針および施設管理目標

品質マネジメントシステム計画

Ⅳ

Ⅴ

※１：保安規定の内容を踏まえ記載
※２：保安規定の記載事項を長期施設管理計画にも記載

Ⅵ

（記載内容）
今後１０年間に実施する発電所の管理に関する方針
（大飯３、４号機の場合）

・原子炉容器の監視試験を計画
・過渡回数の実績を継続的に確認
・今後の知見拡充結果をステンレス
鋼配管の供用期間中検査計画への反映

認
可
対
象
の
拡
大
に
よ
り
規
制
が
強
化

保安規定



大飯発電所３、４号機 長期施設管理計画の内容
（添付資料２）

記載項目 内容

長期施設管理計画の期間

運転開始後３０年を迎えた日から１０年間の計画を策定。

３号機：２０２１年１２月１８日 から ２０３１年１２月１７日

４号機：２０２３年 ２月 ２日 から ２０３３年 ２月 １日

劣化評価の方法およびその結果
従来の高経年化技術評価のうち、長期施設管理計画に必要な劣化評価の方法およびその結

果等を計画に定める。

劣化管理に必要な措置
(従来の長期施設管理方針含む)

従来の長期施設管理方針に加え、現在行っている保全活動等を長期施設管理計画に定め、
劣化管理を実施していく。

サプライチェーン等の管理
発電所の安全運転の維持・向上を図ることを目的に、製造中止品情報の管理プログラムに

基づき、各メーカから製造中止品情報等を収集していく。また、必要に応じて代替品の選定、
検証を継続的に実施していく。

劣化管理に係る方針および目標
追加すべき保全策を含め劣化を管理するための保全活動を確実に実施していく。今後とも

国内外の運転経験や最新知見を踏まえ、劣化評価や長期施設管理計画の見直しの検討を行っ
ていく。

劣化管理に係る
品質マネジメントシステム

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制を長期施設管理計画に定め、
劣化管理を実施していく。


